
 

 

石川県特定給食施設等栄養管理指導実施要綱 

 

（目的） 

第１条  この要綱は、健康増進法（平成１４年法律第１０３号。以下「法」という。）に基

づく特定給食施設等を的確に把握するとともに、法、健康増進法施行規則（平成１５年厚

生労働省令第８６号。以下「規則」という。）及び健康増進法施行細則（平成１５年石川

県規則第５１号。以下「細則」という。）に基づき施設設置者、管理者及び給食関係者に

対し適切な指導を行い、利用者の栄養管理に努めることにより、県民の栄養状態の改善、

健康の維持向上を図るために必要な事項を定めるものとする。 

 

（指導対象） 

第２条 指導対象は、次のとおりとする。 

（１）指導対象施設 

ア 特定給食施設 

法第２０条第１項に基づき規則第５条に定める施設（以下「特定給食施設」という。）。

（特定かつ多数の者に対して継続的に食事を供給する施設のうち栄養管理が必要なも

ので継続的に１回１００食以上又は１日２５０食以上の食事を供給する施設） 

イ 小規模特定給食施設 

    ア以外の施設であって、特定かつ多数の者に対して、継続的に食事を供給する施設

のうち継続的に１回２０食以上１００食未満又は１日５０食以上２５０食未満の食事

を供給する施設（以下「小規模特定給食施設」という。）。 

   

（２）指導対象者 

        特定給食施設並びに小規模特定給食施設の設置者、施設管理者、給食管理者、管理

栄養士、栄養士及び調理師等給食担当者。 

 

（指導対象施設の把握） 

第３条 特定給食施設及び小規模特定給食施設の開始、変更、休止、廃止及び再開の届出は

次のとおりとする。 

（１）特定給食施設 

   保健所長は、特定給食施設を設置した者に対し給食の開始、変更、休止、廃止及び再開

について細則に基づき届出書を提出させるものとする。 

 

（２）小規模特定給食施設 

ア 保健所長は、第２条（１）イに定める小規模特定給食施設を設置した者に対    

し、その事業の開始の日から一月以内に、小規模特定給食施設開始届書（第１号様式）

により届出を行うよう指導するものとする。 

イ 保健所長は、アに基づく指導により届出をした者に対し、その届出の事項に変更を 

生じたときは、その日から一月以内に小規模特定給食施設変更届書（第２号様式）に

より届出を行うよう指導するものとする。 

ウ 保健所長は、アに基づく指導により届出をした者に対し、その届出に係る給    

食を休止し、又は廃止したときは、その日から一月以内に、小規模特定給食施    

設休止・廃止届書（第３号様式）により届出を行うよう指導するものとする。 

   エ 保健所長は、ウに基づく指導により届出をした者に対し、再開したときは、    



 

その日から一月以内に小規模特定給食施設再開届書（第１号様式）により届出    

を行うよう指導するものとする。 

 

（報告の徴収） 

第４条 

（１）特定給食施設 

    保健所長は、法第２４条第１項に基づき、毎年４月末日までに特定給食施設    

の管理者に対し当該施設の前年度の栄養管理状況について、石川県特定給食施    

設等栄養管理報告書（第４号様式）により報告を求めるものとする。 

 

（２）小規模特定給食施設 

    保健所長は、栄養管理上必要があると認めるときは、毎年４月末日までに小規模特

定給食施設の管理者から、当該施設の前年度の栄養管理状況について石川県特定給食

施設等栄養管理報告書（第４号様式）により報告を求めるものとする。    

 

（指定通知） 

第５条 

（１）法第２１条第１項の規定により知事が指定する施設の指定及び指定の取消は、細則に

定める様式により行うものとする。 

 

（２）保健所長は、法第２１条第１項の規定による指定及びその取消を行ったときは、その

通知書の写を添付し、速やかに健康推進課長に報告するものとする。  

 

（指導及び助言） 

第６条  

（１）特定給食施設 

   保健所長は、特定給食施設の設置者に対し、法第２１条第１項又は第３項の規定によ

る栄養管理の実施を確保するため必要があると認めるときは、当該栄養管理の実施に関

し、法第２２条に基づき、細則に定める様式により必要な指導及び助言を行うものとす

る。 

 

（２）特定給食施設及び小規模特定給食施設 

   保健所長は、特定給食施設及び小規模特定給食施設の管理者に対し、栄養管理の実施

について巡回指導を行ったときは、法第１８条第１項第２号に基づき、特定給食施設等

巡回指導結果票（第５号様式）により必要な指導及び助言を行うものとする。 

 

（台帳） 

第７条 保健所長は、特定給食施設並びに小規模特定給食施設の各種届出書及び栄養指導員 

の指導内容について特定給食施設等台帳を整備し、継続的指導を実施するものとする。 

 

 附則 

この要綱は、平成１６年２月１０日から施行する。 

 附則 

この要綱は、令和３年３月３１日から施行する。 

 


